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これまでのＳＤに関する答申等（抜粋） 
 
〇21世紀の大学像と今後の改革方策について 

－ 競争的環境の中で個性が輝く大学 － （答申） 平成 10年 10月 26日 

・大学の事務組織等 
大学の事務組織については，教学組織との機能分担の明確化と連携協力の関係の確立

が求められる。このため，学長，学部長等の行う大学運営業務についての事務組織による

支援体制を整備すること，国際交流や大学入試等の専門業務については一定の専門化さ

れた機能を事務組織にゆだねることが適当である。また，大学運営の複雑化，専門化に対

応するために，全学的な観点からの適正な職員配置，学部や大学の枠を越えた人事交流，

民間企業での研修の機会の充実など，職員の研修や処遇等について改善する必要がある。 
 
 
〇我が国の高等教育の将来像（答申） 平成 17年 1月 28日 

・保証されるべき「高等教育の質」 
高等教育の質の保証を考える上では，教員個々人の教育・研究能力の向上や事務職員・

技術職員等を含めた管理運営や教育・研究支援の充実を図ることも極めて重要である。評

価とファカルティ・ディベロップメント(FD)やスタッフ・ディベロップメント(SD)等の

自主的な取組との連携方策等も今後の重要な課題である。 
 
・用語解説 

事務職員や技術職員など教職員全員を対象とした，管理運営や教育・研究支援までを

含めた資質向上のための組織的な取組を指す。 
 
 

〇学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）     平成 20年 3月 25日 

・組織的な教育活動を支える教職員の職能開発 
教員と職員との協働関係を一層強化するため，職員の職能開発（スタッフ・ディベロ

ップメント（ＳＤ））を推進して専門性の向上を図り，教育・経営など様々な面で，そ

の積極的な参画を図っていくべきである。 
 ・職員の職能開発 

職員については，大学の管理運営に携わったり，教員の教育研究活動を支援したりす

るなどの重要な役割を担っている。職員の大学における位置づけ，教員との関係につい

ては，国公私立それぞれに状況の相違があるが，大学経営をめぐる課題が高度化・複雑

化する中，職員の職能開発（スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ））は益々重要とな

ってきている。教員一人当たりの職員数が低下していく傾向にあること等も，個々の職

員の質を高めていく必要性を一層大きなものとしている。職員の間でも，大学院での学

習を含め，自己啓発の重要性への意識が高まり，学会や職能団体の発足など，職能開発

の推進に向けた機運が醸成されつつある。 
   高度化・複雑化する課題に対応していく職員として一般的に求められる資質・能力に

は，例えば，コミュニケーション能力，戦略的な企画能力やマネジメント能力，複数の

業務領域での知見（総務，財務，人事，企画，教務，研究，社会連携，生涯学習など），

大学問題に関する基礎的な知識・理解などが挙げられる。その上で，新たな職員業務と
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して需要が生じてきているものとしては，例えば，教育方法の改革の実践を支える人材

（例えば，インストラクショナル・デザイナー，ファカルティ・ディベロッパーなど），

研究コーディネーター，学生生活支援ソーシャルワーカー，インスティテューショナ

ル・リサーチャー（学生を含む大学の諸活動に関する調査データを収集・分析し，経営

を支援する職員）などがある。国際交流を重視する大学であれば，留学生受入れ等に関

する専門性のある職員も必要となろう。これらの業務には，学術的な経歴や素養が求め

られるものもあり，教員と職員という従来の区分にとらわれない組織体制の在り方を

検討していくことも重要である。 
さらに，財務や教務などの伝統的な業務領域においても，期待される内容・水準は大

きく変化しつつある。それぞれの大学において，新旧様々な業務について，職員に求め

られる能力とは何かを分析し，明確にしていくことが求められる。 
専門性を備えた職員，アドミニストレーターを養成していくためには，大学としてＦ

Ｄと同様，学内外でのＳＤの場や機会の充実に努めていくことが必要である。職員に求

められる業務の高度化・複雑化に伴い，大学院等で専門的教育を受けた職員が相当程度

存することが，職員と教員とが協働して実りある大学改革を実行をしていく上で必要

条件になってくると言っても過言ではない。なお，教職員の協働関係の確立という観点

からは，ＦＤ及びＳＤの場や機会について，両者を峻別する必要は無く，目的に応じて

柔軟な取組をしていくことが望まれる。 
以上のようなことから，ＳＤの推進に向けた環境整備について，ＦＤと並ぶ重要な政

策課題の一つとして位置づけるべき時機を迎えていると考える。また，我が国の大学を

めぐっては，教育研究活動を支援する人材の量的な不足という問題があることにも留

意する必要がある。職員の質・量それぞれの課題について適切な対応をしなければ，大

学改革を推進していく上での隘路となる恐れがある。 
 

・用語解説 
事務職員や技術職員など職員を対象とした，管理運営や教育・研究支援までを含めた

資質向上のための組織的な取組を指す。「スタッフ」に教員を含み，ＦＤを包含する意

味としてＳＤを用いる場合（イギリスの例）もあるが，ここでは，ＦＤと区別し，職員

の職能開発の活動に限定してＳＤの語を用いている。 
 
 

〇新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申） 平成 24年 8月 28日 

学長を中心として，副学長・学長補佐，学部長及び専門的な支援スタッフ等がチームを構

成し，当該大学の学位授与の方針の下で，学生に求められる能力をプログラムとしての学士

課程教育を通じていかに育成するかを明示すること，プログラムの中で個々の授業科目が

能力育成のどの部分を担うかの認識を担当教員間の議論を通じて共有し，他の授業科目と

連携し関連し合いながら組織的な教育を展開すること，プログラム共通の考え方や尺度（ア

セスメント・ポリシー）に則った成果の評価，その結果を踏まえたプログラムの改善・進化

という一連の改革サイクルが機能する全学的な教学マネジメントの確立を図る。 
 
学部等の縦割りの構造を超えて学士課程教育をプログラムとして機能させるためには，

教員だけではなく，職員等の専門スタッフの育成と教育課程の形成・編成への組織的参画が

必要であり，例えば，他大学との事務の共同実施等でリソースを再配置するといった工夫も

しつつ，その確保と養成を図る。 
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〇大学のガバナンス改革の推進について（審議のまとめ） 平成 26年 2月 12日 

・事務職員の高度化による教職協働の実現 
今後，各大学による一層の改革が求められる中，事務職員が教員と対等な立場での

「教職協働」によって大学運営に参画することが重要であり，企画力・コミュニケーシ

ョン力・語学力の向上，人事評価に応じた処遇，キャリアパスの構築等についてより組

織的・計画的に実行していくことが求められる。例えば，国内外の他大学，大学団体，

行政機関，独立行政法人，企業等での勤務経験を通じて幅広い視野を育成することや，

社会人学生として大学院等で専門性を向上させることを積極的に推進すべきである。 

 

・ＦＤ，ＳＤの推進 
大学は，大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）により，「当該大学の授業の内

容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」と規定さ

れている。この規定は，いわゆるＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の実施を

義務付けたものであるが，学長のビジョンや大学の経営方針，大学に関する法制度やそ

の解釈，内部規則等の見直し等に関することについても，例えば，年度始めや新規採

用，学長の交代等に際して説明会を開催したり，オンラインの研修を活用したりする

等，様々な機会を活用して，積極的に周知することが望ましい。 
「高度専門職」や事務職員に対しても同様の研修等（スタッフ・ディベロップメント

（ＳＤ））の機会を設け，ガバナンス改革について，全教職員の理解を促進すべきであ

る。 
 
 
〇高大接続システム改革会議「最終報告」   平成 28年 3月 31日 

このような教育活動の充実をはじめとする大学運営の高度化に向け，各大学におい

て，授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究（ファカルティ・デ

ィベロップメント）に取り組むとともに，職員（事務職員だけでなく，教員や技術職員

を含む。）を対象とした大学運営業務に関する研修（スタッフ・ディベロップメント）

の機会を充実する。 
 

 
〇大学改革支援・学位授与機構「高等教育に関する質保証関係用語集」（第４版） 

 平成 28年 4月 

大学等の管理運営組織が，目的・目標の達成に向けて十分機能するよう，管理運営や

教育・研究支援に関わる事務職員・技術職員又はその支援組織の資質向上のために実施

される研修などの取組みの総称。 
http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/package/   


